
審決

無効２０１２－８００１９９

山口県宇部市大字小串１９７８番地の９６
請求人 宇部興産 株式会社

東京都中央区日本橋茅場町２丁目１３番１１号 サンアイ茅場町ビル４階 伊藤
克博国際特許事務所
代理人弁理士 伊藤 克博

東京都中央区日本橋茅場町２丁目１３番１１号 サンアイ茅場町ビル４階 伊藤
克博国際特許事務所
代理人弁理士 小野 暁子

東京都千代田区丸の内２丁目２番２号 丸の内三井ビル シティユーワ法律事務
所
代理人弁護士 尾崎 英男

東京都千代田区丸の内２丁目２番２号 丸の内三井ビル シティユーワ法律事務
所
代理人弁護士 日野 英一郎

東京都千代田区丸の内２丁目２番２号 丸の内三井ビル シティユーワ法律事務
所
代理人弁護士 上野 潤一

東京都千代田区丸の内２丁目２番２号 丸の内三井ビル シティユーワ法律事務
所
代理人弁護士 今田 瞳

東京都中央区日本橋本町一丁目１番１号
被請求人 東レ・デュポン 株式会社

東京都千代田区永田町２丁目１３番１号 ボッシュビル赤坂５階 ＬＴＥ法律事
務所
代理人弁護士 増井 和夫

東京都千代田区永田町２丁目１３番１号 ボッシュビル赤坂５階 ＬＴＥ法律事
務所
代理人弁護士 橋口 尚幸

東京都千代田区永田町２丁目１３番１号 ボッシュビル赤坂５階 ＬＴＥ法律事
務所
代理人弁護士 齋藤 誠二郎

　上記当事者間の特許第４７７７４７１号「ポリイミドフィルムおよびそれ
を基材とした銅張積層体」の特許無効審判事件についてされた平成２５年７
月３０日付け審決に対し，知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平
成２５年（行ケ）第１０２５０号平成２７年４月２８日判決言渡）がされ，
当該判決は確定したので，さらに審理のうえ，次のとおり審決する。



結　論
　特許第４７７７４７１号の請求項１ないし１１に係る発明についての特許
を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。

理　由
第１　請求人の請求
　上記結論と同旨。すなわち，特許第４７７７４７１号（設定登録時の請求
項の数は１１。以下「本件特許」という。）の請求項１ないし１１に係る発
明についての特許を無効とする，審判費用は被請求人の負担とする旨の審決
を求める。
　
　
　
第２　主な手続の経緯等
　１(1)　被請求人は，発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基
材とした銅張積層体」とする本件特許の特許権者である。
　　(2)　本件特許は，平成１７年３月２５日を出願日とする特許出願（特
願２００５－８８３３４。先の出願に基づく優先権主張：平成１６年３月
３０日。以下「本件原出願」という。）の一部を新たに特許出願したものに
係り，平成２３年７月８日，設定の登録を受けた。
　
　２(1)　請求人は，平成２４年１１月３０日，請求項１ないし１１に係る
発明についての特許を無効とする審決を求める本件審判を請求したところ，
被請求人は，平成２５年２月１５日，答弁書を提出した。
　　(2)　審判長は，平成２５年３月１３日付けで両当事者に対し口頭審理
における審理事項を通知し（審理事項通知書），これに対して，請求人及び
被請求人は同年４月１０日に口頭審理陳述要領書をそれぞれ提出した。ま
た，被請求人は同月２２日に上申書を提出した。
　　(3)　平成２５年４月２４日，請求人代理人，被請求人代理人の出頭の
もと，第１回口頭審理が行われ，以後本件は書面審理とするとされた。
　　(4)　請求人及び被請求人は同年５月２４日に上申書をそれぞれ提出し
た。
　
　３　特許庁は，平成２５年７月３０日，「本件審判の請求は，成り立たな
い。」旨の審決（以下，単に「一次審決」という。）をし，その謄本は８月
８日，両当事者に送達された。
　
　４　請求人は，平成２５年９月４日，一次審決を不服として知的財産高等
裁判所に訴えを提起した（平成２５年（行ケ）第１０２５０号）。同裁判所
は，平成２７年４月２８日，一次審決を取り消す旨の判決を言渡し，この判
決（以下「取消判決」という。）は確定した。
　
　５　上記取消判決が確定したことから，特許法１８１条２項の規定によ
り，さらに審理が行われることとなった。（なお，被請求人からは，特許法
１３４条の３に基づく申立てはされなかった。）
　
　６　特許庁は，平成２７年７月２１日付けで審決の予告をし，期間を指定
して被請求人に訂正を請求する機会を与えたが，被請求人からは何ら応答が
なかった。
　
　
　
第３　本件特許に係る発明
　本件特許に係る発明は，特許請求の範囲の請求項１～１１に記載された以



下のとおりのものである（以下，「本件特許発明１」～「本件特許発明
１１」といい，併せて「本件特許発明」ともいう。）。 また，本件発明に
係る明細書を「本件特許明細書」という。
　
「【請求項１】
パラフェニレンジアミン（審決注：以下「ＰＰＤ」ということがあ
る。），４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（審決注：以下，
「４，４’－ＯＤＡ」ということがある。）および３，４’－ジアミノジ
フェニルエーテル（審決注：以下，「３，４’－ＯＤＡ」ということがあ
る。）からなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリッ
ト酸二無水物（審決注：以下「ＰＭＤＡ」ということがある。）および
３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物（審決注：以下
「ＢＰＤＡ」ということがある。）からなる群から選ばれる１以上の酸無水
物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって，該ポリイミド
フィルムが，粒子径が０．０７～２．０μｍである微細シリカを含み，島津
製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速
度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱
膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲にあり，前記条

件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上

７ppm／℃以下の範囲にあり，前記微細シリカがフィルムに均一に分散され
ているポリイミドフィルムを基材とし，この上に厚みが１～１０μｍの銅を
形成させた銅張積層体を有することを特徴とするＣＯＦ用基板。
【請求項２】
　島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇
温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）
の熱膨張係数αＭＤが１４ppm／℃以上１８ppm／℃以下，前記条件で測定

した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の

範囲にあることを特徴とする請求項１記載のＣＯＦ用基板。
【請求項３】
　微細シリカがフィルム樹脂重量当たり０．０３～０．３０重量％の割合で
フィルムに均一に分散され，かつ表面には微細な突起が形成されていること
を特徴とする請求項１又は２に記載のＣＯＦ用基板。
【請求項４】
　微細シリカの平均粒子径が，０．１０μｍ以上０．９０μｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項３記載のＣＯＦ用基板。
【請求項５】
　微細シリカの平均粒子径が，０．１０μｍ以上０．３０μｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項３記載のＣＯＦ用基板。
【請求項６】

　微細シリカにより形成される突起数が１ｍｍ２当たり

１×１０３～１×１０８個存在することを特徴とする請求項３～５のいず
れかに記載のＣＯＦ用基板。
【請求項７】
　パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび
３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳
香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－
ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無
水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって，該ポリイミ
ドフィルムが，粒子径が０．０７～２．０μｍである微細シリカを含み，島
津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速
度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱
膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲にあり，前記条

件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上

７ppm／℃以下の範囲にあり，前記微細シリカがフィルムに均一に分散され



ているポリイミドフィルムを基材とし，この上に厚みが１～１０μｍの銅を
形成させたことを特徴とする銅張積層体。
【請求項８】
　島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇
温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）
の熱膨張係数αＭＤが１４ppm／℃以上１８ppm／℃以下，前記条件で測定

した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の

範囲にあることを特徴とする請求項７記載の銅張積層体。
【請求項９】
　パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび
３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳
香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－
ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無
水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって，該ポリイミ
ドフィルムが，粒子径が０．０７～２．０μｍである微細シリカを含み，島
津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速
度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱
膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲にあり，前記条

件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上

７ppm／℃以下の範囲にあり，前記微細シリカがフィルムに均一に分散され
ているポリイミドフィルム。
【請求項１０】
　パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび
３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳
香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－
ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無
水物成分とを使用して得られるフィルムを，１４０℃以下の温度で
１．０５～１．６倍の延伸倍率（ＭＤＸ）で機械搬送方向に延伸し，機械搬
送方向の延伸倍率の１．１～１．５倍の延伸倍率（ＴＤＸ）で幅方向に延伸
処理する工程を含むことを特徴とする，請求項１～６のいずれかに記載され
たＣＯＦ用基板の製造方法。
【請求項１１】
　パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび
３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳
香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－
ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無
水物成分とを使用して得られるフィルムを，１４０℃以下の温度で
１．０５～１．６倍の延伸倍率（ＭＤＸ）で機械搬送方向に延伸し，機械搬
送方向の延伸倍率の１．１～１．５倍の延伸倍率（ＴＤＸ）で幅方向に延伸
処理する工程を含むことを特徴とする，請求項９に記載されたポリイミド
フィルムの製造方法。」
　
　
　
第４　当事者の主張
　１　無効理由に係る請求人の主張
　本件特許発明には下記(1)～(2)のとおりの無効理由１～２があるから，本
件の請求項１～１１に係る発明についての特許は，特許法１２３条１項４号
に該当し，無効とすべきものである（第１回口頭審理調書及び主張の全趣
旨）。なお，請求人は，口頭審理において，特許法第１７条の２第３項及び
同法第２９条第１項第３号に係る無効理由の主張を撤回している。
　また，証拠方法として書証を申出，下記(3)のとおりの文書（甲１～甲
１８）を提出する。
　
　　(1)　無効理由１
　本件特許明細書の発明の詳細な説明は，実施例で開示された４成分系以外



のポリイミドフィルム，例えば２成分系のポリイミドフィルムに係る発明に
ついて，当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されてお
らず，本件特許請求の範囲の記載にはかかる２成分系のポリイミドフィルム
が包含されるものである。
　よって，本件特許発明１ないし１１に関し，発明の詳細な説明の記載は，
特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず，併せて，本
件特許発明１ないし１１に係る特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６
項第１号に適合しておらず，特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を
満たしていないことから，特許法第１２３条第１項第４号の規定によって無
効とされるべきものである。
　
　　(2)　無効理由２
　本件特許明細書の発明の詳細な説明は，本件特許発明１０に係るＣＯＦ用
基板の製造方法により本件特許発明１に係るＣＯＦ用基板が得られるか否か
明らかでなく，同様に，本件特許明細書の発明の詳細な説明は，本件特許発
明１１に係るポリイミドフィルムの製造方法により本件特許発明９に係るポ
リイミドフィルムが得られるか否か明らかでないから，本件特許発明１０及
び１１を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されてい
ない。
　よって，本件特許明細書の記載は，特許法第３６条第４項第１号に規定す
る要件を満たしておらず，併せて，本件特許発明１０及び１１に係る特許請
求の範囲の記載は，特許法第３６条第６項第１号に適合しておらず，特許法
第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないことから，特許法第
１２３条第１項第４号の規定によって無効とされるべきものである。
　
（審決注：上記(1)及び(2)について，審決の便宜のため，以下，無効理由１
及び２における特許法第３６条第４項第１号違反（いわゆる実施可能要件違
反）に係る理由を「無効理由Ａ」といい，同法第３６条第６項第１号違反
（いわゆるサポート要件違反）に係る理由を「無効理由Ｂ」という。）
　
　　(3)　証拠方法
甲第１号証：特開２００１－７２７８１号公報
甲第２号証：特開２００４－１２２３７２号公報
甲第３号証：特願２００５－８８３３４号（本件特許出願の親出願）の平成
２４年７月１２日付け拒絶理由通知書
甲第４号証：特開２００３－３３５８７４号公報
甲第５号証：本件特許の審査における平成２２年１２月１０日付け早期審査
に関する事情説明書
甲第６号証：特開２００５－３１４６６９号公報（本件特許の親出願の公開
公報）
甲第７号証：ＰＯＬＹＭＥＲ，１９８９，Ｖｏｌ　
３０，Ｊｕｎｅ（Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｉｓｓｕｅ）１１７０～１１７３
頁（抄訳は一部のみ）
甲第８号証：仙波恒太郎企画編集「一流企業実務者が明かす，最先端の”材
料”と”技術”　最新エレクトロニクス実装大全集＜上巻＞」１３６頁（発
行日　２００７年６月２９日，株式会社技術情報協会発行）
甲第９号証：Ｔｈｉｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　
３３９（１９９９）６８～７３頁（抄訳は一部のみ）
甲第１０号証：ＰＯＬＹＭＥＲ，１９８７，Ｖｏｌ　
２８，Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２２８２～２２８８頁（抄訳は一部のみ）
甲第１１号証：Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　
１９９６，２９，７８９７～７９０９頁（抄訳は一部のみ）
甲第１２号
証：Ｍａｔ．Ｒｅｓ．Ｓｏｃ．Ｓｙｍｐ．Ｐｒｏｃ．Ｖｏｌ．３８１　
１９９５，１９～２９頁（抄訳は一部のみ）
甲第１３号証：特開平５－２３７９２８号公報
甲第１４号証：特開２００４－２５５８４５号公報



甲第１５号証：特開２００３－１０９９８９号公報
甲第１６号証：特開平１１－８０３９０号公報
甲第１７号証：株式会社カネカ　ＡＰＩＣＡＬカタログ（発行日不明）
甲第１８号証：東レ・デュポン株式会社　「カプトン」のカタログ（発行日
　１９９９年１０月）
　
　２　被請求人の主張
　　(1)　答弁の趣旨及び主張の概要
　本件無効審判の請求は成り立たない，審判費用は請求人の負担とするとの
審決を求める。請求人主張の無効理由１～２は，いずれも理由がない。
　また，証拠方法として書証を申出，下記(2)のとおりの文書（乙１～乙
１１）を提出する。
　
　　(2)　証拠方法
乙第１号証：低熱膨張ポリイミドフィルムカプトン１５０ＥＮ－Ａ（本件特
許発明実施品である被請求人製品のカタログ）
乙第２号証：「躍進するポリイミドの最新動向ＩＩ」表紙，目次，１～８
頁，１７～２０頁，奥付（２０００年１２月　住ベテクノリサーチアブ式会
社発行）
乙第３号証：宇部興産株式会社　ポリイミドフィルム「ユーピレックス
－Ｓ」（ユーピレックスＳを紹介した請求人ウエブサイトをプリントアウト
したもの，ＵＲＬ　　http:/www.ube-ind.co.jp/japanese/products/fine
/_01_01.htm）
乙第４号証：東レ・デュポン株式会社　カプトン技術・開発部　製品技術課
長　澤崎孔一が作成した２０１２年８月３１日付け分析結果報告書（従来品
ユーピレックスＳシリーズの熱膨張係数の分析結果）
乙第５号証：東レ・デュポン株式会社　カプトン技術・開発部　製品技術課
長　澤崎孔一が作成した２０１２年３月３０日付け分析結果報告書（従来品
ユーピレックス３５ＳＧＶ１の熱膨張係数の分析結果）
乙第６号証：岩波理化学事典第５版　表紙，４０５頁，９４４頁，奥付
（１９９８年２月２０日　株式会社岩波書店発行）
乙第７号証：旭硝子研究報告５７（２００７）３７～４４頁
乙第８号証：特許第３０８５５２９号公報
乙第９号証：特許第３９９４９４６号公報
乙第１０号証：特許第３３５５９８６号公報
乙第１１号証：特公平４－６２１３号公報
　
　
　
第５　判断
　当合議体は，以下に述べるように，無効理由Ａ及びＢには理由があり，
よって本件特許の請求項１ないし１１に係る発明についての特許を無効とす
べきと解する。
　
　１　本件特許発明について
　本件特許発明に係る特許請求の範囲は，前記第２に記載のとおりであると
ころ，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，概ね，次の内容の記載があ
る。
「【技術分野】
【０００１】
　本発明は，寸法安定性に優れ，ファインピッチ回路用基板，特にフィルム
幅方向に狭ピッチに配線されるＣＯＦ（Ｃｈｉｐ ｏｎ Ｆｉｌｍ）用に好適
なポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】



　フレキシブルプリント基板や半導体パッケージの高繊細化に伴い，それら
に用いられるポリイミドフィルムへの要求事項も多くなっており，例えば金
属との張り合わせによる寸法変化やカールを小さくすること，およびハンド
リング性の高いことなどが挙げられ，ポリイミドフィルムの物性として金属
並の熱膨張係数を有すること及び高弾性率であること，さらには吸水による
寸法変化の小さいフィルムが要求され，それに応じたポリイミドフィルムが
開発されてきた。
【０００５】
　ところで近年，配線の微細化への対応で，銅貼り積層体は接着剤を用いな
い２層タイプ（ポリイミドフィルム上に銅層が直接形成）が採用されてい
る。これはフィルム上へのめっき法により銅層を形成させる方法，銅箔上に
ポリアミック酸をキャストした後イミド化させる方法があるが，いずれもラ
ミネーション方式のような熱圧着工程ではなく，したがってフィルムのＭＤ
の熱膨張係数をＴＤより小さくする必要は無くなり，さらには２層タイプで
主流をしめるＣＯＦ用途では，フィルムのＴＤに狭ピッチで配線されるパ
ターンが一般的で，逆にＴＤの熱膨張係数が大きいとチップ実装ボンディン
グ時等で配線間の寸法変化が大きくなり，ファインピッチ化要求への対応が
困難であった。これに対応するにはフィルムの熱膨張係数をシリコンに近似
させるほどに小さくさせるのが理想であるが，銅との熱膨張差異が生じるの
でチップ実装のボンディング時をはじめとする加熱される工程によりひずみ
が生じるという問題がある。
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は，上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した
結果なされたものであり，金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ，フィル
ムＴＤの寸法変化を低減させることができるＣＯＦ用などのファインピッチ
回路用基板に好適なポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張り積層
体の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目標を達成するために，本発明のポリイミドフィルムは，フィルム
の機械搬送方向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０～２０ppm／℃，幅方向

（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３～１０ppm／℃であり，好ましくは

αＭＤが１４～１８ppm／℃，αＴＤが３～７ppm／℃であることを特徴と

する。
【００１０】
　また，本発明銅張積層体は，上記いずれかを特徴とするポリイミドフィル
ムを基材とし，この上に厚みが１～１０μｍの銅を形成させることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のポリイミドフィルムは，フィルムのＴＤへの配向を進ませること
で，この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ，かつＭＤの熱膨張係数
は金属に近似した値を持ち，さらに加熱収縮率も低く，また高い引っ張り弾
性率を保持している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明のポリイミドフィルムを製造するに際しては，まず芳香族ジアミン
成分と酸無水物成分とを有機溶媒中で重合させることにより，ポリアミック
酸溶液を得る。
【００１３】
　上記芳香族ジアミン類の具体例としては，パラフェニレンジアミン，メタ
フェニレンジアミン，ベンジジン，パラキシリレンジアミン，４，４’－ジ
アミノジフェニルエーテル，３，４’－ジアミノジフェニルエーテ
ル，４，４’－ジアミノジフェニルメタン，４，４’－ジアミノジフェニル
スルホン，３，３’－ジメチル－４，４’－ジアミノジフェニルメタ



ン，１，５－ジアミノナフタレン，３，３’－ジメトキシベンチジ
ン，１，４－ビス（３メチル－５アミノフェニル）ベンゼンおよびこれらの
アミド形成性誘導体が挙げられる。この中でフィルムの引っ張り弾性率を高
くする効果のあるパラフェニレンジアミン，ベンジジン，３，４’－ジアミ
ノジフェニルエーテルなどのジアミンの量を調整し，最終的に得られるポリ
イミドフィルムの引っ張り弾性率が４．０ＧＰａ以上にすることが，ファイ
ンピッチ基板用として好ましい。
【００１４】
　上記酸無水物成分の具体例としては，ピロメリット
酸，３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン
酸，２，３’，３，４’－ビフェニルテトラカルボン
酸，３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン
酸，２，３，６，７－ナフタレンジカルボン酸，２，２－ビス（３，４－ジ
カルボキシフェニル）エーテル，ピリジン－２，３，５，６－テトラカルボ
ン酸およびこれらのアミド形成性誘導体などの酸無水物が挙げられる。
【００２２】
　こうして得られるポリアミック酸溶液は，固形分を５～４０重量％，好ま
しくは１０～３０重量％を含有しており，またその粘度はブルックフィール
ド粘度計による測定値で１０～２０００Ｐａ・ｓ，好ましく
は，１００～１０００Ｐａ・ｓのものが，安定した送液のために好ましく使
用される。また，有機溶媒溶液中のポリアミック酸は部分的にイミド化され
ていてもよい。
【００２３】
　次に，本発明のポリイミドフィルムの製造方法について説明する。
【００２４】
　ポリイミドフィルムを製膜する方法としては，ポリアミック酸溶液をフィ
ルム状にキャストし熱的に脱環化脱溶媒させてポリイミドフィルムを得る方
法，およびポリアミック酸溶液に環化触媒及び脱水剤を混合し化学的に脱環
化させてゲルフィルムを作成しこれを加熱脱溶媒することによりポリイミド
フィルムを得る方法が挙げられるが，後者の方が得られるポリイミドフィル
ムの熱膨張係数を低く抑えることができるので好ましい。
【００２５】
　なお，このポリアミック酸溶液は，フィルムの易滑性を得るため必要に応
じて，酸化チタン，微細シリカ，炭酸カルシウム，リン酸カルシウム，リン
酸水素カルシウムおよびポリイミドフィラーなどの化学的に不活性な有機
フィラーや無機フィラーを，含有することができる。この中では特に粒子径
０．０７～２．０μｍである微細シリカをフィルム樹脂重量当たり
０．０３～０．３０重量％の割合でフィルムに均一に分散されることによっ
て微細な突起を形成させるのが好ましい。…
【００２９】
　ポリアミック酸溶液からポリイミドフィルムを製造する方法としては，環
化触媒および脱水剤を含有せしめたポリアミック酸溶液をスリット付き口金
から支持体上に流延してフィルム状に成形し，支持体上でイミド化を一部進
行させて自己支持性を有するゲルフィルムとした後，支持体より剥離し，加
熱乾燥／イミド化し，熱処理を行う。
【００３０】
　上記ポリアミック酸溶液は，スリット状口金を通ってフィルム状に成型さ
れ，加熱された支持体上に流延され，支持体上で熱閉環反応をし，自己支持
性を有するゲルフィルムとなって支持体から剥離される。
【００３１】
　上記支持体とは，金属製の回転ドラムやエンドレスベルトであり，その温
度は液体または気体の熱媒によりおよび／または電気ヒーターなどの輻射熱
により液体または気体の熱媒によりおよび／または電気ヒーターなどの輻射
熱により制御される。
【００３２】
　上記ゲルフィルムは，支持体からの受熱および／または熱風や電気ヒータ
などの熱源からの受熱により３０～２００℃，好ましくは４０～１５０℃に



加熱されて閉環反応し，遊離した有機溶媒などの揮発分を乾燥させることに
より自己支持性を有するようになり，支持体から剥離される。
【００３３】
　上記支持体から剥離されたゲルフィルムは，通常回転ロールにより走行速
度を規制しながら走行方向に延伸される。機械搬送方向への延伸倍率
（ＭＤＸ）は，１４０℃以下の温度で１．０１～１．９倍，好ましくは
１．０５～１．６倍，さらに好ましくは１．０５～１．４倍で実施される。
搬送方向に延伸されたゲルフィルムは，テンター装置に導入され，テンター
クリップに幅方向両端部を把持されて，テンタークリップと共に走行しなが
ら，幅方法へ延伸される。この時フィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の延伸倍
率に比べ幅方向（ＴＤ）の延伸倍率を高く設定すること，具体的には幅方向
の延伸倍率を機械搬送方向の延伸倍率の１．１～１．５倍に設定することに
よってフィルムＴＤに配向勝ったフィルムすなわちフィルムＭＤには金属に
近似した熱膨張係数を保持しつつ，フィルムＴＤの熱膨張係数を低く抑えた
フィルムを得ることができる。これら範囲内にて両者の延伸倍率の調整を行
い，フィルムのＴＤの熱膨張係数αＴＤが３～１０ppm／℃，フィルムの

ＭＤの熱膨張係数αＭＤが１０～２０ppm／℃の範囲にするのが好まし

く，αＴＤが３～７ppm／℃，αＭＤが１４～１８ppm／℃の範囲がより好

ましい。
【００３４】
　上記の乾燥ゾーンで乾燥したフィルムは，熱風，赤外ヒーターなどで１５
秒から１０分加熱される。次いで，熱風および／または電気ヒーターなどに
より，２５０～５００の温度で１５秒から２０分熱処理を行う。
【００３５】
　また走行速度を調整しポリイミドフィルムの厚みを調整するが，ポリイミ
ドフィルムの厚みとしては３～２５０μｍが好ましい。これより薄くても厚
くてもフィルムの製膜性が著しく悪化するので好ましくない。
【００３６】
　このようにして得られたポリイミドフィルムをさらに２００～５００℃の
温度でアニール処理を行うことが好ましい。そうすることによってフィルム
の熱リラックスが起こり加熱収縮率を小さく抑えることができる。…
【００３９】
　このようにして得られるポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積
層体は，フィルムのＴＤへの配向を進ませることで，この方向の熱膨張係数
を低く抑えることができ，かつＭＤの熱膨張係数は金属に近似した値を持
ち，さらに加熱収縮率も低く，また高い引っ張り弾性率を保持しているの
で，ファインピッチ回路用基板，特にフィルムのＴＤに狭ピッチに配線され
るＣＯＦ（Ｃｈｉｐ ｏｎ Ｆｉｌｍ）用に好適である。
【実施例】
【００４０】
　以下，実施例により本発明を具体的に説明する。
【００４１】
　なお，実施例中ＰＰＤはパラフェニレンジアミン，４，４’－ＯＤＡは
４，４’－ジアミノジフェニルエーテル，３，４’－ＯＤＡは３，４’－ジ
アミノジフェニルエーテル，ＰＭＤＡはピロメリット酸二無水物，ＢＰＤＡ
は３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物，ＤＭＡｃは
Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドをそれぞれ表す。
【００４２】
　また，実施例中の各特性は次の方法で評価した。
【００４３】
　（１）熱膨張係数
島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温
速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定した。
【００４４】
　（２）加熱収縮率



２０ｃｍ×２０ｃｍのフィルムを用意し，２５℃，６０％ＲＨに調整された
部屋に２日間放置した後のフィルム寸法（Ｌ１）を測定し，続いて
２００℃６０分間加熱した後再び２５℃，６０％ＲＨに調整された部屋に２
日間放置した後フィルム寸法（Ｌ２）を測定し，下記式計算により評価し
た。
加熱収縮率＝－（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ１×１００
【００４５】
　（３）引っ張り弾性率…
【００４６】
　（４）粒度分布…
【００４７】
　（５）突起数…
【００４８】
　（６）摩擦係数（静摩擦係数）…
【００４９】
　（７）銅配線形成したフィルムの，半田浴処理前後の寸法変化率，及び
カール
　（i）銅層形成…
【００５０】
　（ii）フォトレジストパターン形成…
【００５３】
　（iii）銅エッチング
　配線状にフォトレジストを形成した後…エッチング処理し，銅層を
１００μｍピッチ（配線幅５０μｍ／配線間隔５０μｍ）にパターニングし
た。銅エッチング後，２５℃×５分×２回浸漬＋揺動水洗し，その後自然乾
燥した。
【００５４】
　（iv）フォトレジスト除去…
【００５５】
　（v）錫鍍金…
【００５６】
　（vi）寸法変化率，及びカール測定
錫鍍金後，ＴＤ方向の寸法を測定（Ｌ３）した。次に，２５０℃の半田浴に
３０秒浸漬し，浸漬後に再びＴＤ方向の寸法を測定（Ｌ４）した。半田浴に
よる処理前後の寸法変化率を下記式により求めた。
寸法変化率（％）＝（Ｌ４－Ｌ３）／Ｌ３×１００
【００５７】
　また，カールについては，半田浴による処理後に平坦な場所にサンプルを
静置し，サンプルの端部の床からの反り上がり量を「カール」として評価し
た。
【００５８】
　［実施例１］
５００ｍｌのセパルブルフラスコにＤＭＡｃ２３９．１ｇを入れ，ここに
ＰＰＤ４．５３ｇ（０．０４２モ
ル），４，４’－ＯＤＡ２１．５３ｇ（０．１０８モ
ル），ＢＰＤＡ８．７９ｇ（０．０３０モ
ル），ＰＭＤＡ２６．０６ｇ（０．１１９モル）を投入し，常温常圧中で１
時間反応させ，均一になるまで撹拌してポリアミック酸溶液を得た。
【００５９】
　続いて粒径０．０８μｍ未満及び２μｍ以上が排除された平均径
０．３０μｍのシリカのＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドスラリーを前記ポリ
アミド酸溶液に樹脂重量当たり０．０３重量％添加し，十分攪拌，分散させ
た。
【００６０】
　その後このポリアミック酸溶液をマイナス５℃で冷却した後，ポリアミッ



ク酸溶液１００重量％に対して無水酢酸１５重量％とβ－ピコリン１５重
量％を混合した。
【００６１】
　この混合液を，９０℃の回転ドラムに３０秒流延させた後，得られたゲル
フィルムを１００℃で５分間加熱しながら，走行方向に１．１倍延伸した。
次いで幅方向両端部を把持して，２７０℃で２分間加熱しながら幅方向に
１．５倍延伸した後，３８０℃にて５分間加熱し，３８μｍ厚のポリイミド
フィルムを得た。このポリイミドフィルムを２２０℃に設定された炉の中で
２０Ｎ／ｍの張力をかけて１分間アニール処理を行った後，各特性を評価し
た。
フィルムＭＤの熱膨張係数αＭＤ：１５．８ppm／℃

フィルムＴＤの熱膨張係数αＴＤ：４．８ppm／℃

【００６２】
［実施例２～１５］
　実施例１と同様の手順で，芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボ
ン酸成分の原料及び比率，シリカの添加量，平均粒子径を表１，２，３に示
すように反応させ，それぞれポリアミック酸溶液を得た後，横方向・縦方向
の延伸倍率を表１，２，３のように行い実施例１と同じ操作で得られたポリ
イミドフィルムの各特性評価を行い，表１，２，３にその結果を示した。
【００６３】
【表１】

【００６４】
【表２】



【００６５】
【表３】

【００６６】
　＊表中のモル比は，全芳香族ジアミン成分中におけるモル％及び全芳香族
テトラカルボン酸類成分中におけるモル％をそれぞれ示す。
【００６７】
　［比較例１～４］



　実施例１と同様の手順で，芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボ
ン酸成分，シリカの添加量，平均粒子径を表４に示す割合でそれぞれポリア
ミック酸溶液を得た後，横方向・縦方向の延伸倍率を表４のよう行い実施例
１と同じ操作で得られたポリイミドフィルムの各特性評価を行い，表４にそ
の結果を示した。
【００６８】
【表４】

【００６９】
　＊表中のモル比は，全芳香族ジアミン成分中におけるモル％及び全芳香族
テトラカルボン酸類成分中におけるモル％をそれぞれ示す。」
　
　２　無効理由Ａ（本件特許発明についての実施可能要件違反）について
　　(1)　特許法３６条４項１号（実施可能要件）は，発明の詳細な説明の
記載は「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその
実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければな
らないと規定している。そして，物の発明における発明の実施とは，その物
を生産，使用等をすることをいうから（同法２条３項１号），物の発明につ
いては，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であ
るが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技
術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の
実施可能要件を充足するということができる。
　ところで，本件特許発明においては，請求項１（ＣＯＦ用基板），請求項
７（銅張積層体）及び請求項９（ポリイミドフィルム）が独立請求項である
ところ，請求項１及び７はいずれも請求項９に規定されたポリイミドフィル
ムの構成をそのまま含み，そのため，その余の請求項もいずれも請求項９に
規定された発明特定事項を含むことになる。そこで，事案に鑑み，本件特許
発明に共通して含まれる発明特定事項である本件特許発明９についての実施
可能要件について検討する。
　



　　(2)　ポリイミドを構成する成分と熱膨張係数との関係についての技術
常識
　　ア　甲８には，次の記載がある。
　「このような寸法安定性改善のため，ポリイミド層のＣＴＥ（線膨張係
数。審決注：熱膨張係数を意味する。）の最適化が検討されている。図６に
ポリイミド骨格（酸無水物とジアミンの組み合あわせ）とＣＴＥの関係の例
を示す。銅箔のＣＴＥは通常１７～１８ppm／℃程度であり，これに合わせ
たＣＴＥ設計が重要となるが，同じポリイミド骨格でもキャスト方式ではそ
の乾燥法にＣＴＥが依存することや，ラミネート方式ではＣＴＥが
４０～６０ppm／℃のＴＰＩを使用するため，最終的な寸法安定性を良くす
るためにはそれを見込んだ設計が必要となる。

」
　　イ　甲１０には，次の記載がある。
　「ワニスをガラス板上に塗布し，１時間１００℃で乾燥させた。次に，得
られたフィルムを剥がし，窒素ガス中，２００℃で１時間，４００℃で１時
間加熱した。これにより，ポリイミドフィルムを得た。メチル又はメチレン
基を有するポリイミドの場合には，その最終的な加熱は，４００℃の代わり
に，３５０℃で１時間とした。ポリアミック酸フィルムをガラス板から剥離
した後に加熱するとき，溶媒蒸発およびイミド化による収縮を防止するた
め，フィルムを鉄フレームにしっかり固定する。（二方向固定キュア）か，
硬化収縮を妨げないようにバネで保持した（フリーキュア）。」（訳文１
頁）
　そして，前記アの甲８の図６の熱膨張係数のデータの元となったと認めら

れる「芳香族ポリイミドの熱膨張係数 （１０－５×単位Ｋ－１）」との
題名の表１（２２８４頁）には，ＰＰＤ／ＢＰＤＡのBifix（二方向固定
キュア。審決注：収縮を防止するためにフィルムを固定した場合）が
２．６ppm／℃，free（フリーキュア。審決注：フィルムをバネで保持して
収縮を妨げなかった場合）が１９．０ppm／℃と，ＯＤＡ／ＢＰＤＡのBifix
が４５．６ppm／℃，free が５２．０ppm／℃と，ＯＤＡ／ＰＭＤＡのBifix
が２１．６ppm／℃，free が４７．８ppm／℃と，それぞれ記載されてい
る。
　　ウ　前記ア及びイによれば，ポリイミドフィルムの技術分野において
は，ポリイミドフィルムを構成する成分として，直線構造を有する化合物
（例えば，ＰＰＤ）を用いると熱膨張係数が小さくなるのに対し，屈曲構造
を有する化合物や回転の自由度がある化合物（ 例えば，ＯＤＡ）を用いる
と熱膨張係数が大きくなることが広く知られており，ポリイミドフィルムの
熱膨張係数は，ポリイミドを構成するジアミン成分と酸無水物成分としてど
のような化合物を組みあわせるかによって幅広く調節できることが上記技術
分野における技術常識であったと認められる。



　
　　(3) 　本件特許発明９のポリイミドフィルムの特徴等
　　ア　前記１の本件特許明細書の発明の詳細な説明によれば，本件特許発
明９は，寸法安定性に優れ，ファインピッチ回路基板，特にフィルム幅方向
に狭ピッチに配線されるＣＯＦ用に好適なポリイミドフィルムに関する。
　従来，フィルムのＴＤに狭ピッチで配線すると，ＴＤの熱膨張係数が大き
いとチップ実装ボンディング時等で配線間の寸法変化が大きくなり，これに
対応するために，フィルムの熱膨張係数をシリコンに近似させるほどに小さ
くすると，銅との熱膨張差異のためチップ実装のボンディング時をはじめと
する加熱される工程によりひずみが生じるという問題があった。この課題を
解決するために，本件特許発明９は，金属に近似した熱膨張係数を保持しつ
つ，フィルムＴＤの寸法変化を低減させることができるＣＯＦ用等のファイ
ンピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムを提供することを目的とす
るものである（段落【０００２】，【０００５】，【０００７】）。
　当該課題を解決する手段として，本件特許発明９は，フィルムのＴＤへの
配向を進ませることで，この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ，か
つＭＤの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち，「フィルムの機械搬送方向
（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」

かつ「幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下

の範囲」とする構成を採用することにより，ＣＯＦ用等のファインピッチ回
路用基板に好適なポリイミドフィルムとなるという効果を奏するものである
（段落【０００８】，【００１１】，【００３９】）。このように，本件特
許発明９の特徴は，熱膨張係数αＭＤと熱膨張係数αＴＤをそれぞれ異な

る特定の範囲とすることにあるということができる。
　　イ　そして，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，ポリイミドフィ
ルムを製造する方法について，芳香族ジアミン成分と酸無水物成分とを有機
溶媒中で重合したポリアミック酸溶液を，熱的に脱還化脱溶媒させてポリイ
ミドフィルムを得る方法である「熱イミド化」，または環化触媒及び脱水剤
を混合し化学的に脱還化させてゲルフィルムを作成しこれを加熱脱溶媒する
ことによりポリイミドフィルムを得る方法である「化学イミド化」によっ
て，ポリイミドフィルムを得ることができるが，化学イミド化の方が熱膨張
係数を低く抑えることができるので好ましいと記載されている（段落
【００１２】，【００２４】）。
　また，「化学イミド化」によりフィルムを製造する場合には，環化触媒及
び脱水剤を含むポリアミック酸溶液を，スリット状口金を通して加熱した支
持体上に流延し，支持体上で熱閉環反応させて，自己支持性を有するゲル
フィルムとして支持体から剥離した後，当該ゲルフィルムを，ＭＤ
に，１４０℃以下の温度で１．０１～１．９倍延伸した後，ＴＤには，この
時のＭＤの延伸倍率の１．１～１．５倍高く設定した延伸を行うことによ
り，ＭＤには金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ，ＴＤには低い熱膨張
係数を有するフィルムを製造することができることが記載されている（段落
【００２９】～【００３６】）。
　そして，実施例として，化学イミド化により，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ
とＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１～１０），また
は，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例
１１～１５）を含むゲルフィルムとし，ＭＤに１．１倍，ＴＤに１．５倍延
伸してポリイミドフィルムを製造したところ，本件発明９の熱膨張係数を満
たし，「フィルムＴＤの寸法変化率」と「カール（サンプルを平坦な場所に
静置した際の，サンプルの端部の床からの反り上がり量）」が少ないポリイ
ミドフィルムであったことが示されている（段落【００５８】～
【００６６】）。
　比較例１，２では，化学イミド化により，実施例１～１０と同じ４成分を
用いて，各成分の比率や延伸倍率を変えてポリイミドフィルムを製造したと
ころ，本件発明９の熱膨張係数を満たさないものとなり，その結果，フィル
ムＴＤの寸法変化率とカールが大きいことが示されている（段落
【００６７】～【００６９】）。
　　ウ　以上の記載からみると，本件特許発明９の効果を達成するために



は，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ

「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」であるポリイ

ミドフィルムを製造することを要し，上記熱膨張係数とするための原料とし
て，実施例において用いられた５つの成分を選択肢とする
「ＰＰＤ，４，４’－ＯＤＡおよび３，４’－ＯＤＡからなる群から選ばれ
る１以上の芳香族ジアミン成分と，ＰＭＤＡおよびＢＰＤＡからなる群から
選ばれる１以上の酸無水物」が本件特許発明９において特定されたものであ
るということができる。
　そうすると，本件特許発明９のポリイミドフィルムを当業者が製造するこ
とができるというためには，本件特許明細書の記載及び前記(2)ウの技術常
識等に基づいて，本件特許発明９において特定された芳香族ジアミン成分か
ら１以上，及び酸無水物成分から１以上を選択して組み合わせることによ
り，本件発明９所定の熱膨張係数を有するポリイミドフィルムを製造するこ
とができることを要するというべきである。
　
　　(4)　ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについて
　　ア　熱イミド化による製造方法について
　　(ア)　前記(2)ア及びイのとおり，甲８の図６及び甲１０の表１には，
熱イミド化により製造したＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルム
の熱膨張係数について，自己支持性フィルムを加熱する際に，収縮を防止す
るためにフィルムを固定した場合（Bifix）は２．６ppm／℃，フィルムをバ
ネで保持して収縮を妨げなかった場合（Free）は１９．０ppm／℃であった
ことが記載されている。
　したがって，熱イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムは，
自己支持性フィルムとした後の加熱時に固定するか，固定しないかによっ
て，２．６～１９．０ppm／℃の範囲で調節できることが理解できる。
　　(イ) 　乙８～１１及び職権で調査した文献の記載内容について
　　　ａ　乙８には，概ね，次の記載があり，熱イミド化による
ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムの熱膨張係数とし
て，１１ppm／℃（実施例１）のポリイミドフィルムが得られたことが開示
されている。
　「【請求項１】 ３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸，ピ
ロメリット酸，３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン
酸，３，３’，４，４’－ジフェニルエ－テルテトラカルボン酸またはこれ
らの酸の二無水物のいずれかの芳香族テトラカルボン酸成分とｐ－フェニレ
ンジアミン，またはｐ－フェニレンジアミンとジアミノジフェニルエ－テ
ル，ジアミノジフェニルメタン，あるいは２，２－ビス（アミノフェニル）
プロパンとの混合系から選ばれる芳香族ジアミン成分とから得られ
る，３０～３００℃の線膨張係数が

０．４×１０-5～２．０×１０-5ｃｍ／ｃｍ／℃であるポリイミドフィル
ムを加熱し，金属薄膜を形成するに際し，（イ）２００～６００℃に加熱し
て真空蒸着するか，あるいは（ロ）２００～４５０℃に加熱してスパッタリ
ングすることによって，厚さ２００～２００００オングストロ－ムの金属薄
膜を形成することを特徴とするポリイミドフィルムに金属薄膜を形成する方
法。」
「【００１４】
【実施例】以下にこの発明の実施例を示す。
　実施例１
　３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物およびｐ－
フェニレンジアミンを等モル使用して，Ｎ－メチル－２－ピロリドン
中，３０℃で２時間重合して，対数粘度（濃度：０．５ｇ／１００ｍｌ溶
媒，溶媒：Ｎ－メチル－２－ピロリドン，測定温度：３０℃）が３．５の芳
香族ポリアミック酸を生成させた。その重合液は，ポリマ－濃度が２５重
量％であり，１００℃の溶液粘度が約３０００ポイズであった。このポリア
ミック酸溶液を使用して，溶液流延法（製膜温度：９０℃）で，支持体上に
前記の溶液の薄膜を形成し，約１１０℃の温度で溶媒を徐々に蒸発して除去



して，溶媒が約１５重量％含有されている芳香族ポリアミック酸の固化膜を
形成し，その固化膜を支持体から剥離して，約２００℃の温度で３０分間，
約３００℃で１５分間，約４５０℃で１５分間加熱してイミド化を行って，
厚さ約５０μｍの芳香族ポリイミドフィルムを形成
した。
【００１５】この芳香族ポリイミドフィルムは，次の各物性値を有してい
た。

線膨張係数（３０～３００℃）：１．１×１０-5ｃｍ／ｃｍ／℃」
　　ｂ 　乙９には，熱イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィル
ムの熱膨張係数として，２２．５ppm／℃（実施例
１），２２．３ppm／℃（実施例２），１５．４ppm／℃（比較例１）のポリ
イミドフィルムがそれぞれ得られたことが開示されている。
　　ｃ 　乙１０には，熱イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィ
ルムの熱膨張係数として，１２．０ppm／℃（実施例
１），１１．４ppm／℃（実施例２），１２．３ppm／℃（実施例
３），２１．０ppm／℃（実施例４），１９．５ppm／℃（実施例５）のポリ
イミドフィルムがそれぞれ得られたことが開示されている。
　　ｄ 　乙１１には，概ね，次の記載があり，熱イミド化による
ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムの熱膨張係数とし
て，１８ppm／℃（ＭＤ）及び２０ppm／℃（ＴＤ）（実施例
１），１６ppm／℃（ＭＤ）及び１７ppm／℃（ＴＤ）（実施例
２），１０ppm／℃（ＭＤ）及び１８ppm／℃（ＴＤ）（実施例
３），１１ppm／℃（ＭＤ）及び１３ppm／℃（ＴＤ）（実施例
４），１４ppm／℃（ＭＤ）及び１２ppm／℃（ＴＤ）（実施例５）のポリイ
ミドフィルムがそれぞれ得られたことが開示されている。
　「特許請求の範囲
１ ビフエニルテトラカルボン酸類とフエニレンジアミン類とを重合して生
成したポリマーの溶液から得られた芳香族ポリイミド製のフイルムであり，
そのポリイミドフイルムは，約50℃から300℃までの温度範囲での平均線膨

張係数が，約0.1×10-5～2.5×10-5cm／cm・℃であつて，しかもフイルム
の長手方向（MD 方向）と横断方向（TD 方向）との線膨張係数の比
（MD／TD）が，約１／５～４程度であり，さらに，常温から400℃まで昇温
し，400℃の温度に２時間維持する加熱を行つた前後の常温でのフイルムの
寸法の変化率で示す熱寸法安定性が，約0.3％以下であることを特徴とする
寸法安定なポリイミドフイルム。
２ ビフエニルテトラカルボン酸類とフエニレンジアミン類とを有機極性溶
媒中で重合して得られたポリマーの溶液を調製し，次いで，そのポリマー溶
液を使用して，支持体表面に，前記溶液の薄膜を形成し，その薄膜を乾燥し
て，前記溶媒及び生成水分が約27～60 重量％残存している固化フイルム状
体を形成し，さらに，その固化フイルム状体を前記支持体表面から剥離

し，100ｇ／mm2 以下の低張力下および約80～250℃の範囲内の温度で乾燥
して，前記溶媒及び生成水分が約５～25 重量％の範囲内で含有されている
固化フイルムを形成し，最後に，前記固化フイルムを，前記乾燥温度より高
い200～500℃の範囲内の温度で，少なくとも一対の両端縁を固定した状態
で，乾燥・熱処理することを特徴とする寸法安定なポリイミドフイルムの製
法。」（１頁１欄１行～２欄８行）
「［本発明の要件および作用効果］
…そのポリマー溶液から支持体表面に形成された薄膜などの乾燥を，支持体
上と，支持体から剥離された後の固化フィルム状体の低張力下とで，二段階
で行うことにより，特定の低線膨張係数，熱寸法安定性などを同時に有して
いる優れた芳香族ポリイミドフィルムが得られることを見出し，この発明を
完成した。」（２頁３欄２０～３５行）
「この発明の方法では，前述のドープ液の調製に続いて，
(a) 前記ドープ液を使用し，好ましくは連続的または断続的に，公知の溶液
流延法などで，平滑な表面を有する金属製のドラムまたはベルトなどの支持
体の表面に，均質な厚さの前記ドープ液の薄膜を形成し，



(i) 好ましくは約40～180℃，特に好ましくは50～150℃の乾燥温度で，薄膜
の溶媒及び生成水分を徐々に蒸発させて，その薄膜を前記支持体上で乾燥し
て，前記溶媒及び生成水分が，約27～60 重量％，好ましくは30～50重量％
残存している固化フイルム状体を形成し，
(b) 次いで，その固化フイルム状体を，前記支持体の表面から剥離し，

(i) 100ｇ／mm2 以下，好ましくは80ｇ／mm2 以下である『実質的にフリー
な状態ないしは前記上限までの低張力下』，および
(ii) 約80～250℃，好ましくは100～230℃の範囲内の乾燥温度で，好ましく
は約１～200 分間，特に２～100 分間乾燥して，
　前記溶媒及び生成水分が，約５～25 重量％，好ましくは10～23重量％の
範囲内で含有されている固化フイルムを，好ましくは連続的または断続的
に，形成するのである。
　前述の第１段階の乾燥温度から第２段階の乾燥温度に昇温する際には，比
較的短時間に昇温することが好ましく，例えば，10℃／分以上の昇温速度で
あることが好適である。
　この発明の方法においては，前記の固化フイルム状体を支持体から剥離し
た後に乾燥する際に固化フイルム状体に対して加えられる張力を増大するこ
とによつて，最終的に得られるポリイミドフイルムの平均線膨張係数を小さ
くすることができ，この平均線膨張係数を前述の範囲内において希望する値
に調節することができる。」（４頁７欄２８行～８欄２４行）
「実施例１
（ドープ液の調製）
５０ｌの内容積の筒型重合槽に，…３，３’，４，４’－ビフエニルテトラ
カルボン酸二無水物…パラフエニレンジアミン…を徐々に添加し，…両成分
を重合させてポリアミツク酸を生成した。…
（製膜）
このポリアミツク酸溶液を製膜用のドープ液として使用し，そのド－プ液を
Ｔダイ金型のスリツト…から約３０℃で薄膜状に押出して，平滑な金属ベル
ト上に連続的にそのドープ液の薄膜を載置し，…第１段階の乾燥をして，固
化フイルム状体を形成した。次いで，その固化フイルム状体をベルトから剥
離して，縦横の長さ２００mmに切断して，その固化フイルム状体の正方形片
の片側の１辺をピンシートで枠に固定し，その反対側の辺の全幅にわたつて
ダンサーで均一に約３５ｇの荷重を加える低張力下…にして，その状態で約
３０秒で１９０℃まで昇温し１９０℃の温度で５分間，第２段階の乾燥をし
て固化フイルムとなし，最後にその固化フイルムの正方形の四辺をピンテン
ターで保持し固定して，その固化フイルムを約１０℃／min の昇温速度で昇
温し，４５０℃で３０分間，乾燥・熱処理（イミド化）して，厚さ２５μｍ
の芳香族ポリイミドフイルムを製造した。」（５頁１０欄１６行～６頁１１
欄６行）
「実施例２
　実施例１と同様の方法で製造したポリアミツク酸溶液を製膜用のドープ液
として使用し，そのドープ液をＴダイ金型のスリツト（リツプ間
隔；0.5mm，リツプ巾；650mm）から約30℃で薄膜状に押出して，平滑な金属
ベルト上に連続的にそのドープ液の薄膜を載置し，そのベルト上で約120℃
の熱風で薄膜を第１段階の乾燥をして，固化フイルム状体を連続的に形成
し，次いで，その固化フイルム状体をベルトから剥離して，その固化フイル
ム状体をダンサーによる低張力下（第１表に示す）に縦型炉内（乾燥温度
180℃）へ供給し約４分間で通過させ，第２段階の乾燥をして固化フイルム
を形成し，続いて，その固化フイルムを高温加熱炉内へ供給し，その炉内で
フイルムの長手方向の両端縁を横型テンターで保持して移動させながら約
250 から450℃までしだいに高くなる熱風で乾燥・熱処理およびイミド化し
て，芳香族ポリイミドフイルムを連続的に形成し，最後にそのフイルムを冷
却しながらロール状に巻き取つた。」（６頁１１欄１９～３８行）
「実施例３
　製膜工程の第２段階の乾燥において，固化フイルム状体への張力を

40ｇ／mm２としたほかは，実施例２と同様の方法で製膜して，厚さ25μｍ



の芳香族ポリイミドフイルムを製造した。」（６頁１２欄１４～１８行）
「実施例４
　製膜工程の第２段階の乾燥において，固化フイルム状体の長手方向の両端

縁を約80ｇ／mm２になるように一定間隔で保持しながら，乾燥したほか
は，実施例２と同様の方法で製膜して，厚さ25μｍの芳香族ポリイミドフイ
ルムを製造した。」（６頁１２欄３３～３８行）
「実施例５
　高温熱処理炉内での横型ピンテンターの幅をしだいに広くし炉の最高温度
ゾーンにおいて炉の入口の幅に対して約1.04 倍としたほかは，実施例２と
同様にして，芳香族ポリイミドフイルムを製造した。」（７頁１４欄１～６
行）
　そして，比較例１，２も，実施例１と同じポリアミック酸を用いて製膜条
件を種々変更してフィルムを製造したものであるが，実施例１～５及び比較
例１，２のフィルムの熱膨張係数が，第１表に記載されている。
「

」（７頁第１表）
　　ｅ　また，職権で調査したところによれば，特許第３３４６２２８号公
報（公開日：平成１１年２月２日。以下，「特許公報ｅ」という。）には，
熱イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムの熱膨張係数とし
て，９．８ppm／℃（実施例１），１２．３ppm／℃（実施例
３），１３．１ppm／℃（実施例５）のポリイミドフィルムがそれぞれ得ら
れたことが開示されている。
　　ｆ　同じく，特許第２５７３５９５号公報（公開日：昭和６３年９月
１４日。以下，「特許公報ｆ」という。）には，概ね，次の記載があり，熱
イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムの熱膨張係数とし
て，２３ppm／℃（比較例１）のポリイミドフィルムが得られたことが開示
されている。
「比較例１　500ml 四つ口フラスコにパラフェニレンジアミン26.78g を採
取し，245.00g のN,N－ジメチルアセトアミドを加え溶解した。他方，100ml
ナスフラスコに3,3′,4,4′－ビフェニルテトラカルボン酸無水物18.22g を
採取し，前記パラフェニレンジアミン溶液中に固形状で添加した。さらに，
このナスフラスコ内に付着残存する3,3′,4,4′－ビフェニルテトラカルボ
ン酸二無水物を10.00g のN,N－ジメチルアセトアミドで反応系（四つ口フラ
スコ）内へ流し入れた。引き続き３時間撹拌を続け，15 重量％のポリアミ
ド酸溶液を得た。反応温度は，５－10℃に保った。但し以上の操作で3,3′
,4,4′－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物の取り扱いおよび反応系内は
乾燥窒素気流下に置いた。次にこのポリアミド酸溶液をガラス板状に流延塗
布し，100℃で10分間乾燥後，ポリアミド酸塗膜をガラス板より剥し，その
塗膜を支持枠に固定し，その後100℃で約30 分間，約200℃で約60 分間，約
300℃で約60 分間加熱し，脱水閉環乾燥後約25 ミクロンのポリイミド膜を
得た。この膜の特性を表１に示す。
比較例２　比較例１と同様にして得られたポリアミド酸溶液に，ポリアミド
酸溶液のアミド結合１モルに対して，無水酢酸４モル，イソキノリン0.5 モ
ルを加え，より撹拌した後，ガラス板状に流延塗布し約100℃で約10 分間，
約250℃で約10 分間，約350℃で約５分間加熱し，その後ガラス板より剥離



し，約25 ミクロンのポリイミド膜を得た。この膜の特性を表１に示す。」
（４頁８欄４～３１行）
　そして，表１には，比較例１（熱イミド化）の線膨張係数が

２．３×１０－５（２３ppm／℃），比較例２（化学イミド化）の線膨張係

数が２．０×１０－５（２０ppm／℃）であることがそれぞれ記載されてい
る。
　　(ウ)　前記(イ)によれば，熱イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分
系フィルムの熱膨張係数は，乙８～１１及び特許公報ｅにはおおよそ
１０～２０ppm／℃であることが，また，特許公報ｆの比較例１には
２３ppm／℃であることが記載されている。
　特に，前記(イ)ｄのとおり，乙１１には，乾燥する際に固化フィルム状体
へかけるＭＤとＴＤの張力等を調節して，熱膨張係数を１～２５ppm／℃の
範囲とし，熱膨張係数の比（ＭＤ／ＴＤ）を約１／５～４程度に制御するこ
とが記載され（特許請求の範囲），実施例３におい
て，１０ppm／℃（ＭＤ）及び１８ppm／℃（ＴＤ）の異方性の熱膨張係数を
有するフィルムを製造している。また，実施例５では，高温熱処理炉内で横
型ピンテンターの幅をしだいに広くし炉の最高温度ゾーンにおいて炉の入口
の幅に対して約１．０４倍としたほかは，実施例２と同様にして製造した結
果，実施例２の１６ppm／℃（ＭＤ）及び１７ppm／℃（ＴＤ）が，実施例５
では１４ppm／℃（ＭＤ）及び１２ppm／℃（ＴＤ）と，両方向とも小さく
なったことが記載されている。
　そうすると，熱イミド化によりＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムを製
造するに当たり，甲８及び甲１０に記載されているように加熱時に固定化
（Bifix）するかバネで保持するか（Free）という「見掛けの延伸操作」に
よる調節，又は，乙１１に記載されているように乾燥時にフィルムにかける
張力をＭＤ，ＴＤそれぞれに調節することや熱処理中に横側ピンテンターの
幅を広くすること等により，熱膨張係数を２．６～２０ppm／℃又は
２３ppm／℃程度の範囲とすることは，本件出願当時における周知の技術で
あったということができる。
　したがって，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについて，
熱膨張係数を２．６～２０ppm／℃の範囲内の数値である，「熱膨張係数
αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張係数

αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすることは，当業者が実

施可能であったということができる。
　　イ　化学イミド化による製造方法について
　前記ア(イ)ｆのとおり，特許公報ｆの比較例２には，化学イミド化による
ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの熱膨張係数が
２０ppm／℃であることが記載されていることから，化学イミド化によるポ
リイミドフィルムも，熱イミド化によるものとおおよそ同程度の熱膨張係数
を有するものを得ることができることが認められる。
　そして，前記１のとおり，本件特許明細書には，化学イミド化によるフィ
ルムは延伸を施すことにより熱膨張係数を小さくできることが具体的に記載
されているから，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを，化学
イミド化により製造し，ＭＤ及びＴＤに適切な延伸を行うことにより本件特
許発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったとい
うべきである。
　　ウ　請求人の主張について
　　(ア)　請求人は，被請求人がＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムの熱
膨張係数として１０～２０ppm／℃を実現できることが技術常識であること
の根拠とする，乙２～５（請求人の販売製品），乙８～１１は，請求人が独
自に開発した熱イミド化法により製造され，その製造には，請求人のした特
許出願に記載されない多くのノウハウを必要とするから，請求人の販売製品
及び特許出願における熱膨張係数を，本件出願当時の技術常識の根拠とする
ことはできない旨主張する。
　しかし，請求人は，乙８～１１の記載からは，各証拠に記載された熱膨張
係数を有するポリイミドフィルムを製造できないことの理由として，請求人



のした特許出願に記載されない多くのノウハウを必要とすると主張するのみ
で，その具体的な内容について何らの主張立証もしない。そして，上記乙
８～１１の各公報には，熱膨張係数が１０～２０ppm／℃であるポリイミド
フィルムを製造するための詳細な製造条件が記載されているから，これら公
報の記載内容を本件出願当時の技術常識とすることについて問題があるとす
ることはできない。
　したがって，請求人の上記主張は採用することができない。
　　(イ)　請求人は，甲１３によれば，熱イミド化されたポリイミドフィル
ムは，化学イミド化されたポリイミドフィルムと比べて，延伸に適さない性
質を有するとともに（段落【００１８】，【００１９】），熱イミド化によ
るゲルフィルムの乾燥が進んで固形分濃度が６０重量％以上になると延伸が
困難になり，走行方向に１．０５倍延伸すると後続の幅方向の延伸はゲル
フィルムの破断のため不可能であるとされているところ（段落
【００２６】），被請求人の引用する乙８～１１は，いずれも熱イミド化法
によってイミド化されたものであり，しかも，固形分濃度が６０％以上であ
るから，本件特許明細書の実施例における，ＭＤへの１．１～１．５倍とい
う延伸倍率を適用して，本件特許発明９の熱膨張係数の範囲とすることはで
きない旨主張する。
　そこで検討するに，甲１３には，「【００１８】熱閉環法は閉環触媒およ
び脱水剤を含有せしめる設備を必要としない利点はあるが，自己支持性を有
するゲルフィルムとするために支持体上で長時間加熱乾燥をする必要があ
り，支持体より剥離されたゲルフィルムの固形分の比率が大きくなりすぎ，
安定した延伸ができないため，本発明に使用するには適当ではない。」，
「【００１９】一方化学閉環法はポリアミド酸の有機溶媒溶液に閉環触媒お
よび脱水剤を含有せしめる設備を必要とするが，自己支持性を有するゲル
フィルムが短時間で得られ，しかも支持体から剥離されたゲルフィルムの固
形分の比率を小さく維持できることから高度の延伸ができ，本発明を実施す
るのに好適なポリイミドフィルムの製造方法である。閉環触媒および脱水剤
の含有量を減少させた熱閉環法に近付いたポリイミドフィルムの製造方法は
閉環触媒および脱水剤を含有せしめていることから化学閉環法といえ
る。」，との記載があり，これに続く記載はすべて化学閉環法に基づく製法
が記載されているから，段落【００２６】の「ゲルフィルムの延伸性はその
固形分濃度に強く影響され，ゲルフィルムの乾燥が進んで固形分濃度が６０
重量％になると延伸が困難になり，走行方向に１．０５倍延伸すると後続の
幅方向の延伸はゲルフィルムの破断のため不可能であることから，成型され
て支持体から剥離されたゲルフィルムの固形分濃度は５０重量％以下にする
必要があり，…。」との記載も，甲１３の発明である化学イミド化によるポ
リイミドフィルムの製造方法に関する記載であることは明らかである。
　したがって，この段落【００２６】の記載は，前記ア(イ)で説示した熱イ
ミド化によるポリイミドフィルムの製造方法に関する乙８～１１の該当部分
に適用されるものではない上，実際に乙８～１１において，熱イミド化によ
り，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムの熱膨張係数として
１０～２０ppm／℃を実現できているのであるから，請求人の上記主張は採
用することができない。
　
　　(5)　ＰＰＤ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムにつ
いて
　前記(2)ウのとおり，ポリイミドフィルムの熱膨張係数は，ポリイミドを
構成するジアミン成分と酸無水物成分としてどのような化合物を組みあわせ
るかによって幅広く調節できることが上記技術分野における技術常識であっ
たと認められるところ，前記(4)のとおり，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポ
リイミドフィルムについて，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上

２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上

７ppm／℃以下の範囲」とすることは，当業者が実施可能であったというこ
とができるのであるから，酸無水物成分としてＰＭＤＡとＢＰＤＡとを併用
してなるＰＰＤ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムについ
ても，例えば，ＰＭＤＡとＢＰＤＡとの配合割合を調整するなどして，「熱



膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張

係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすることは，当業者

が実施可能であったということができる。
　
　　(6)　ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィ
ルムについて
　　ア　前記(2)ウのとおり，ポリイミドフィルムの熱膨張係数は，ポリイ
ミドを構成するジアミン成分と酸無水物成分としてどのような化合物を組み
あわせるかによって幅広く調節できることが上記技術分野における技術常識
であったと認められ，直線構造を有する化合物（例えば，ＰＰＤ）を用いる
と熱膨張係数が小さくなるのに対し，屈曲構造を有する化合物や回転の自由
度がある化合物（ 例えば，ＯＤＡ）を用いると熱膨張係数が大きくなるこ
とが広く知られているところ，甲８及び甲１０によれば，熱イミド化による
ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの熱膨張係数が
２．６ppm／℃であるものが記載されており，他方，熱イミド化による
４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの熱膨張係数が
４５．６ppm／℃であるものが記載されている。
　　イ　そうすると，ジアミン成分としてＰＰＤと４，４’－ＯＤＡとを併
用してなるＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィ
ルムについても，例えば，ＰＰＤと４，４’－ＯＤＡとの配合割合を調整す
るなどして，熱膨張係数を２．６～４５．６ppm／℃の範囲内の数値であ
る，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ

「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすること

は，当業者が実施可能であったということができる。
　
　　(7)　ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分系ポリ
イミドフィルム，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡ
の４成分系ポリイミドフィルム及び
ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの５成
分系ポリイミドフィルムについて
　前記(2)ウのとおり，ポリイミドフィルムの熱膨張係数は，ポリイミドを
構成するジアミン成分と酸無水物成分としてどのような化合物を組みあわせ
るかによって幅広く調節できることが上記技術分野における技術常識であっ
たと認められるところ，前記(6)のとお
り，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムに
ついて，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」

かつ「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とするこ

とは，当業者が実施可能であったということができるのであるから，さら
に，酸無水物成分としてＰＭＤＡとＢＰＤＡとを併用してなる
ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分系ポリイミドフィ
ルム，ジアミン成分としてＰＰＤと４，４’－ＯＤＡと３，４’－ＯＤＡと
を併用してなるＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの
４成分系ポリイミドフィルム，あるいは酸無水物成分としてＰＭＤＡと
ＢＰＤＡとを併用しかつジアミン成分としてＰＰＤと４，４’－ＯＤＡと
３，４’－ＯＤＡとを併用してなる
ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの５成
分系ポリイミドフィルムについても，例えば，ＰＰＤと４，４’－ＯＤＡと
の配合割合を調整することに加えて，さらにＰＭＤＡとＢＰＤＡとの配合割
合を調整したり，あるいは３，４’－ＯＤＡの配合割合を調整するなどし
て，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ

「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすること

は，当業者が実施可能であったということができる。
　実際のところ，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分
系ポリイミドフィルムについては，本件特許明細書の実施例１～１０におい
て，それらの原料割合や延伸倍率等の製造条件が具体的に記載されているこ



とから，少なくとも，それら実施例の近傍の部分においては，当業者が実施
可能であったということができる。
　
　　(8)　ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィ
ルム及びＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分系ポリイ
ミドフィルムについて
　ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムにつ
いて検討すると，前記(4)のとおり，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミ
ドフィルムについて，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃

以下の範囲」かつ「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範

囲」とすることは，当業者が実施可能であったということができるのである
から，ジアミン成分としてＰＰＤと３，４’－ＯＤＡとを併用してなる
ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムについ
ても，例えば，ＰＰＤと３，４’－ＯＤＡとの配合割合を調整するなどし
て，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ

「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすること

は，当業者が実施可能であったということができる。
　そして，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分系ポリ
イミドフィルムについて検討すると，上記のとお
り，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムに
ついて，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」

かつ「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とするこ

とは，当業者が実施可能であったということができるのであるから，さら
に，酸無水物成分としてＰＭＤＡとＢＰＤＡとを併用してなる
ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分系ポリイミドフィ
ルムについても，例えば，ＰＰＤと３，４’－ＯＤＡとの配合割合を調整す
ることに加えて，さらにＰＭＤＡとＢＰＤＡとの配合割合を調整するなどし
て，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ

「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすること

は，当業者が実施可能であったということができる。また，前記(5)のとお
り，ＰＰＤ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムについて，
「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱

膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすることは，当

業者が実施可能であったということができるのであるから，ジアミン成分と
してＰＰＤと３，４’－ＯＤＡとを併用してなる
ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分系ポリイミドフィ
ルムについても，例えば，ＰＭＤＡとＢＰＤＡとの配合割合を調整すること
に加えて，さらにＰＰＤと３，４’－ＯＤＡとの配合割合を調整するなどし
て，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ

「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすること

は，当業者が実施可能であったということもできる。
　実際のところ，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの４成分
系ポリイミドフィルムについては，本件特許明細書の実施例１１～１５にお
いて，それらの原料割合や延伸倍率等の製造条件が具体的に記載されている
ことから，少なくとも，それら実施例の近傍の部分においては，当業者が実
施可能であったということができる。
　
　　(9)　４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムにつ
いて
　　ア　甲８及び甲１０によれば，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡから製造さ
れる熱イミド化によるポリイミドフィルムは，熱膨張係数が小さくなる
Bifix の条件においても，熱膨張係数の数値は，４５．６ppm／℃であるこ
とが記載されている。
　上記各文献に記載された熱膨張係数は，本件特許発明９の熱膨張係数の範



囲と比べると相当程度大きい数値である。
　　イ　一般に，膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなることが知られて
いるから（甲９。訳文１頁），甲８及び甲１０のような熱イミド化によるポ
リイミドフィルムにおいて，膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げ
ることが可能であるとはいえるものの，どの程度まで下げることができるの
かについて，本件特許明細書には具体的な指摘がされていない。
　また，熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には，固形分量が多く
なり延伸することが困難とされている（甲１３の段落【００１８】）。そし
て，乙１１の実施例５のように，約１．０４倍程度の延伸が可能であるとし
ても，４５．６ppm／℃の熱膨張係数を３～７ppm／℃という低い数値まで下
げることが可能であるとする根拠はなく，本件特許明細書にも何ら具体的な
指摘がない。
　さらに，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを化
学イミド化により製造して，膜厚や延伸倍率等を調節したとして
も，３～７ppm／℃という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠
はなく，本件特許明細書にも何ら具体的な指摘がない。
　被請求人は，この点について，ポリイミドフィルムについて最終的に得ら
れる熱膨張係数は，延伸倍率に大きく影響されるほかに，延伸に際しての，
溶媒含量，温度条件，延伸速度等多くの条件に影響され，またフィルムの厚
さにも影響されることが甲９に記載されているか
ら，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系について，甲８のデータのみに
基づいて，本件特許発明９の熱膨張係数の数値範囲を実現することができな
いと断定することはできない旨主張する。
　しかし，本件特許明細書は，具体的に溶媒含量，温度条件，延伸速度等を
どのように制御すれば熱膨張係数が本件特許発明９の程度まで小さくできる
のかについて具体的な指針を何ら示していない。
　本来，実施可能要件の主張立証責任は出願人である被請求人にあるにもか
かわらず，被請求人は，本件特許発明９の熱膨張係数の範囲を充足する
４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能で
あることについて何ら具体的な主張立証をしない。
　したがって，本件特許明細書の記載及び本件出願当時の技術常識を考慮し
ても，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムについては，本件特
許発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったとい
うことはできない。（上記取消判決の拘束力）
　
　　(10)　４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの２成分系ポリイミドフィルムにつ
いて
　　ア　甲８及び甲１０によれば，４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡから製造さ
れる熱イミド化によるポリイミドフィルムは，熱膨張係数が小さくなる
Bifix の条件においても，熱膨張係数の数値は，２１．６ppm／℃であるこ
とが記載されている。
　また，甲１３には，４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡから化学イミド化による
ポリイミドフィルムを製造した際に，延伸倍率やニップロール使用の有無等
の条件を変えることにより，実施例１～３及び比較例１～３について，甲
１３の表１のとおり，平均熱膨張係数として２７．５～４０．０ppm／℃で
あったことが記載されている（段落【００４４】，【００４７】～
【００５９】，【表１】）。
　上記各文献に記載された熱膨張係数は，本件特許発明９の熱膨張係数の範
囲と比べると相当程度大きい数値である。
　　イ　前記(9)のとおり，一般に，膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さく
なることが知られているから，熱イミド化によるポリイミドフィルムにおい
て，膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げることが可能であるとは
いえるものの，どの程度まで下げることができるのかについて，本件特許明
細書には具体的な指摘がされていない。
　また，熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には，固形分量が多く
なり延伸することが困難とされている。そして，２１．６ppm／℃の熱膨張
係数を３～７ppm／℃という低い数値まで下げることが可能であるとする根



拠はなく，本件特許明細書にも何ら具体的な指摘がない。
　さらに，４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを化
学イミド化により製造して，膜厚や延伸倍率等を調節したとして
も，３～７ppm／℃という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠
はなく，本件特許明細書にも何ら具体的な指摘がない。
　本来，実施可能要件の主張立証責任は出願人である被請求人にあるにもか
かわらず，被請求人は，本件特許発明９の熱膨張係数の範囲を充足する
４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能で
あることについて何ら具体的な主張立証をしない。
　したがって，本件特許明細書の記載及び本件出願当時の技術常識を考慮し
ても，４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの２成分系フィルムについては，本件特
許発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったとい
うことはできない。
　
　　(11)　４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミド
フィルムについて
　前記(9)～(10)のとおり，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系フィル
ム及び４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについ
て，共に，熱膨張係数の値が本件特許発明９の熱膨張係数の範囲と比べると
相当程度大きい数値であることから，本件特許発明９の熱膨張係数の範囲と
することは，当業者が実施可能であったということはできない。そうする
と，酸無水物成分としてＰＭＤＡとＢＰＤＡとを併用してなる
４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡ／ＢＰＤＡの３成分系ポリイミドフィルムにつ
いても，ＰＭＤＡとＢＰＤＡとの配合割合を如何に調整したとしても，「熱
膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張

係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすることは，当業者

が実施可能であったということはできない。
　
　　(12)　その他のジアミン成分及び酸無水物成分の組み合わせのポリイミ
ドフィルムについて
　前記(4)～(11)以外のジアミン成分及び酸無水物成分の組み合わせのポリ
イミドフィルム（以下，単に「その他のポリイミドフィルム」という。）に
ついて検討すると，その他のポリイミドフィルム（例え
ば，ＰＰＤ／ＰＭＤＡの２成分系ポリイミドフィル
ム，３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの２成分系ポリイミドフィル
ム，３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィル
ム，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの３成分系ポリイミドフィル
ム，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの３成分系ポリイミドフィル
ム，４，４’－ＯＤＡ／３，４’－ＯＤＡ／ＰＭＤＡの３成分系ポリイミド
フィルムあるいは４，４’－ＯＤＡ／３，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの３成分
系ポリイミドフィルムなど）については，それらのポリイミドフィルムの熱
膨張係数がどの程度の範囲の値であるのか，本件特許明細書には記載されて
いないし，そもそも，提示された証拠をもってしても，それらの値が不明で
ある。
　そうすると，斯かる熱膨張係数の値が不明であるポリイミドフィルムを如
何に延伸したり，膜厚を薄くしたり，使用するジアミン成分と酸無水物成分
との配合割合を調整したところで，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上

２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上

７ppm／℃以下の範囲」とすることは，当業者が実施可能であったというこ
とはできない。
　本来，実施可能要件の主張立証責任は出願人である被請求人にあるにもか
かわらず，被請求人は，本件特許発明９の熱膨張係数の範囲を充足するその
他のポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張
立証をしない。
　したがって，本件特許明細書の記載及び本件出願当時の技術常識を考慮し
ても，その他のポリイミドフィルムについては，本件特許発明９の熱膨張係



数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったということはできない。
　
　　(13)　小括
　以上によれば，前記(9)～(12)のポリイミドフィルムについては，当業者
が，本件特許明細書及び本件出願当時の技術常識に基づいて製造することが
できるということはできないから，本件特許発明９のポリイミドフィルム
は，実施が可能ではないものを含むことになる。そうすると，本件特許発明
１～８，１０，１１についても，実施が可能ではないものを含むこととなる
から，本件特許発明について，当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に発
明の詳細な説明が記載されているということはできない。
　したがって，本件特許発明は実施可能要件を充足するとはいえないから，
請求人主張の無効理由Ａは理由がある。
　
　３　無効理由Ｂ（本件発明についてのサポート要件違反）について
　　(1)　特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載について，特許
を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要件
とし，発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる
独占権の付与を排除しているのであるから，特許請求の範囲の記載がサポー
ト要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記
載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記
載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を
解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明
に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題
を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも
のと解される。
　
　　(2)　そこで，特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明
の記載とを対比するに，本件特許発明９の特許請求の範囲の記載は前記第２
の【請求項９】のとおりである。そして，本件特許明細書の発明の詳細な説
明には，前記２(3)のとおり，本件特許発明９は，金属に近似した熱膨張係
数を保持しつつ，フィルムＴＤの寸法変化を低減させることができるＣＯＦ
用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムを提供するこ
とを目的とするものであり（段落【０００２】，【０００５】，
【０００７】），当該課題を解決する手段として，フィルムのＴＤへの配向
を進ませることで，この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ，かつ
ＭＤの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち，「フィルムの機械搬送方向
（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」

かつ「幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下

の範囲」とする構成を採用することにより，ＣＯＦ用等のファインピッチ回
路用基板に好適なポリイミドフィルムとなるという効果を奏するものであり
（段落【０００８】，【００１１】，【００３９】），実施例として，化学
イミド化により，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分
（実施例１～１０），または，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡと
ＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１１～１５）を含むゲルフィルムと
し，ＭＤに１．１倍，ＴＤに１．５倍延伸してポリイミドフィルムを製造し
たところ，本件発明９の熱膨張係数を満たし，「フィルムＴＤの寸法変化
率」と「カール」が少ないポリイミドフィルムであったことが示され（段落
【００５８】～【００６６】），比較例１，２として，化学イミド化によ
り，実施例１～１０と同じ４成分を用いて，各成分の比率や延伸倍率を変え
てポリイミドフィルムを製造したところ，本件発明９の熱膨張係数を満たさ
ないものとなり，その結果，フィルムＴＤの寸法変化率とカールが大きいこ
とが（段落【００６７】～【００６９】），それぞれ記載されている。
　そして，前記２(4)～(8)のポリイミドフィルムについては，当業者が，本
件特許明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施す
ることができる。そうすると，前記２(4)～(8)のポリイミドフィルムの構成
に係る本件特許発明９は，本件特許明細書の記載及び本件出願当時の技術常
識により，当業者が本件特許発明９の上記課題を解決できると認識できる範



囲のものということができ，サポート要件を充足するというべきである。
　しかし，前記２(9)～(12)のポリイミドフィルムについては，当業者が，
本件特許明細書の記載及び本件出願当時の技術常識に基づき，これを実施す
ることができない。そうすると，前記２(9)～(12)のポリイミドフィルムの
構成に係る本件特許発明９は，本件特許明細書の記載及び本件出願当時の技
術常識によっては，当業者が本件特許発明９の上記課題を解決できると認識
できる範囲のものということはできず，サポート要件を充足しないというべ
きである。
　
　　(3)　小括
　以上によれば，前記２(9)～(12)のポリイミドフィルムの構成に係る本件
特許発明９については，サポート要件を充足しないというべきであるから，
本件特許発明９のポリイミドフィルムは，サポート要件を充足しないものを
含むことになる。そうすると，本件特許発明１～８，１０，１１について
も，サポート要件を充足しないものを含むこととなるから，本件特許発明に
ついては，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたもの
であるということはできない。
　したがって，本件特許発明はサポート要件を充足するとはいえないから，
請求人主張の無効理由Ｂは理由がある。
　
　
　
第６　むすび
　以上の次第であるから，本件特許発明１ないし１１を無効とすべきであ
る。
　審判に関する費用については，特許法１６９条２項で準用する民事訴訟法
６１条の規定により，被請求人の負担とする。
　よって，結論のとおり審決する。

平成２７年１１月　４日

　　審判長　　特許庁審判官 須藤 康洋
特許庁審判官 小野寺 務
特許庁審判官 前田 寛之

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係
る相手方当事者を被告として、提起することができます。

〔審決分類〕Ｐ１１１３．５３６－Ｚ　　（Ｃ０８Ｊ）
５３７

審判長　　　特許庁審判官 須藤　康洋 8807
　　　　　　特許庁審判官 前田　寛之 2930
　　　　　　特許庁審判官 小野寺　務 8118


